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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末機のＧＵＩ(Ｇｒａｐｈｉｃ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ)提供方法であって
、
　画面に少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成されるアプリケーショ
ン実行アイコン領域とアプリケーション実行画面領域とを表示する段階；
　前記少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンのうちのいずれか１つのアプリケ
ーション実行アイコンの選択をコントローラから受けとる段階；
　前記アプリケーション実行画面領域に前記選択されたアプリケーション実行アイコンに
対応するアプリケーションの縮小モード実行画面を表示する段階；
　前記アプリケーション実行アイコン領域を、少なくとも１つの機能キーを含むインジケ
ーター(ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)領域へ転換して表示する段階；
　前記縮小モード実行画面にタッチした後に前記インジケーター領域に向かう方向へタッ
チ位置を移動する動作を受けとる段階；
　前記入力されたタッチ位置移動動作によって前記縮小モード実行画面を移動させて表示
する段階；
　前記縮小モード実行画面の中心が前記インジケーター領域に到達しているか判定する段
階；及び
　到達していると判定すると、前記インジケーター領域を前記アプリケーション実行アイ
コン領域に変更して表示する段階を含むことを特徴とするＧＵＩ提供方法。
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【請求項２】
　前記画面はタッチスクリーンを含み、前記選択はタッチセンサーによって感知されるこ
とを特徴とする、請求項１に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項３】
　前記アプリケーション実行アイコン領域と前記アプリケーション実行画面領域とを表示
する段階は、
　ユーザによって予め選択されたアプリケーションの全体モード実行画面を前記アプリケ
ーション実行画面領域に表示する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の
ＧＵＩ提供方法。
【請求項４】
　前記縮小モード実行画面を表示する段階は、
　表示された全体モード実行画面の一部にオーバレイさせて、前記縮小モード実行画面を
表示する段階であることを特徴とする、請求項２に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項５】
　前記縮小モード実行画面を表示する段階は、
　前記縮小モード実行画面上に拡大キーを表示する段階；
　前記拡大キーの選択を入力受ける段階；及び
　前記縮小モード実行画面を全体モード実行画面へ転換して表示する段階を含むことを特
徴とする、請求項１に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項６】
　前記アプリケーション実行アイコン領域と前記アプリケーション実行画面領域とを表示
する段階は、
　全体モード実行画面上に縮小キーを表示する段階；
　前記縮小キーの選択を入力受ける段階；及び
　前記全体モード実行画面を縮小モード実行画面へ転換して表示する段階を含むことを特
徴とする、請求項２に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項７】
　前記アプリケーション実行アイコン領域と前記アプリケーション実行画面領域とを表示
する段階は、
　前記インジケーター領域とアプリケーション実行画面領域とを表示する段階；
　前記インジケーター領域にタッチした後にアプリケーション実行画面領域へタッチ位置
を移動する動作を受けとる段階；及び
　前記インジケーター領域を少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成さ
れるアプリケーション実行アイコン領域へ転換して表示する段階を含むことを特徴とする
、請求項１に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項８】
　タッチ移動位置が前記アプリケーション実行アイコン領域に到達しているか判定する段
階；及び
　到達していると判定すると、前記タッチされた縮小モード実行画面のアプリケーション
の実行を終了する段階をさらに含み、
　前記終了する段階は、前記縮小モード実行画面が縮小されて当該アプリケーション実行
アイコンに収斂するイメージを表示する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１に
記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項９】
　前記縮小モード実行画面をフォーカスして表示する段階；
　前記全体モード実行画面のアプリケーションにイベントが発生しているか判定する段階
；
　イベントが発生していると判定すると、確認キー及び取消キーを含むポップアップウイ
ンドウを前記縮小モード実行画面の上位レイヤーに表示する段階；
　前記確認キーが入力される場合、前記全体モード実行画面にフォーカスを移動させて表
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示する段階；及び
　前記取消キーが入力される場合、前記縮小モード実行画面のフォーカス状態を維持する
段階をさらに含むことを特徴とする、請求項４に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項１０】
　前記アプリケーション実行アイコン領域でアプリケーション実行アイコンの追加選択を
受けとる段階；及び
　現在表示されている縮小モード実行画面の上位レイヤーに前記追加選択されたアプリケ
ーション実行アイコンに対応するアプリケーションの縮小実行画面を表示する段階をさら
に含むことを特徴とする、請求項４に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項１１】
　前記縮小モード実行画面は、フリック(ｆｌｉｃｋ)動作によって選択されることを特徴
とする、 請求項１０に記載のＧＵＩ提供方法。
【請求項１２】
　ＧＵＩ(Ｇｒａｐｈｉｃ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ) 提供のための携帯端末機であ
って、
　少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成されるアプリケーション実行
アイコン領域とアプリケーション実行画面領域を表示する表示部；
　前記少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンのうちのいずれか１つのアプリケ
ーション実行アイコンの選択を受けとる入力部；
　前記アプリケーション実行画面領域に前記選択されたアプリケーション実行アイコンに
対応するアプリケーションの縮小モード実行画面を表示するように前記表示部を制御する
制御部を含み、
　前記制御部は、
　前記アプリケーション実行アイコン領域を、少なくとも１つの機能キーを含むインジケ
ーター(ｉｎｄｉｃａｔｏｒ)領域へ転換して表示するように前記表示部を制御して、前記
入力部を介して前記縮小モード実行画面にタッチした後、前記インジケーター領域に向か
う方向へタッチ位置を移動する動作を受けとると、前記表示部を制御して前記入力された
タッチ位置移動動作によって前記縮小モード実行画面を移動させて表示し、
　前記縮小モード実行画面の中心が前記インジケーター領域に到達していると判定すると
、前記インジケーター領域を前記アプリケーション実行アイコン領域に変更して表示する
ように前記表示部を制御する、
　ことを特徴とする携帯端末機。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記インジケーター領域とアプリケーション実行画面領域とを表示するように前記表示
部を制御して、前記入力部を介して上記インジケーター領域にタッチした後、アプリケー
ション実行画面領域へタッチ位置を移動する動作を受けとると、前記表示部を制御して前
記インジケーター領域を少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成される
アプリケーション実行アイコン領域へ転換して表示することを特徴とする、請求項１２に
記載の携帯端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末機のＧＵＩ(Ｇｒａｐｈｉｃ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ) 提供
方法に関し、特に、マルチタスキング(ｍｕｌｔｉｔａｓｋｉｎｇ) 機能をサポートする
携帯端末機でアプリケーション実行に係るＧＵＩを提供する方法、並びにこれを具現化す
る装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タッチスクリーン基盤の移動通信端末機またはタブレット(ｔａｂｌｅｔ) ＰＣ 
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などの携帯端末機が広く使われており、ユーザは携帯端末機にインストールされたアプリ
ケーションを実行させて利用する。近年、発売される携帯端末機は、マルチタスキング(
ｍｕｌｔｉｔａｓｋｉｎｇ)機能をサポートしており、ユーザは複数のアプリケーション
を実行させて同時に利用することができるようになった。
【０００３】
　ところで、従来の携帯端末機は、マルチタスキング機能サポートの時、複数のアプリケ
ーションを同時に実行させるが、いずれか１つのアプリケーション実行画面のみを表示す
るだけであり、他のアプリケーションをバックグラウンドで実行するに過ぎなかった。す
なわち、ユーザは、現在実行されている複数のアプリケーションの実行画面を１つの画面
で見ることができなかった。また、バックグラウンドで実行されるアプリケーションに関
するイベントが発生する時、イベント通知をポップアップ形態で表示する機能が具現化さ
れているが、複数のアプリケーションを同時に操作することができるインターフェースは
提供されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、複数のアプリケーション実行画面を１つの画面で具現化することがで
きるＧＵＩ(Ｇｒａｐｈｉｃ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ) 提供方法及び上記方法を利
用する装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態による携帯端末機のＧＵＩ(Ｇｒａｐｈｉｃ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ) 提供方法は、少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成されるア
プリケーション実行アイコン領域とアプリケーション実行画面領域とを表示する段階；上
記少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンのうちのいずれか１つのアプリケーシ
ョン実行アイコンの選択を受けとる段階；及び上記アプリケーション実行画面領域に上記
選択されたアプリケーション実行アイコンに対応するアプリケーションの縮小モード実行
画面を表示する段階を含むことを特徴とする。
【０００６】
　本発明の実施形態によるＧＵＩ(Ｇｒａｐｈｉｃ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ)提供の
ための携帯端末機は、少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成されるア
プリケーション実行アイコン領域とアプリケーション実行画面領域を表示する表示部；上
記少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンのうちのいずれか１つのアプリケーシ
ョン実行アイコンの選択を受けとる入力部；及び上記アプリケーション実行画面領域に上
記選択されたアプリケーション実行アイコンに対応するアプリケーションの縮小モード実
行画面を表示するように上記表示部を制御する制御部を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、ユーザは携帯端末機のマルチタスキング機能の利用時、複数のアプリ
ケーションの実行画面を１つの画面で見られるようになり、１つの画面で複数のアプリケ
ーションに対する操作命令を入力することができるようになる。また簡単なタッチ動作を
介して、アプリケーション実行、終了、非表示、最小化モードから全体モードへの転換な
どの命令を入力することができるので、マルチタスキング機能を利用することによって、
ユーザの便宜性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態による携帯端末機１００の内部構成図である。
【図２】本発明の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明するフローチ
ャートである。
【図３】図２の方法によって表示される携帯端末機１００の画面の例示図である。
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【図４】本発明の他の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明するフロ
ーチャートである。
【図５】本発明の実施形態による携帯端末機１００の画面の構成を示した図面である。
【図６】図４の方法によって表示される携帯端末機１００の画面の例示図である。
【図７】本発明のまた他の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明する
フローチャートである。
【図８】図７の方法によって表示される携帯端末機１００の画面の例示図である。
【図９】本発明の実施形態において、アプリケーション終了時に表示される携帯端末機１
００の画面の例示図である。
【図１０】最小化モード実行画面から全体モード実行画面へ転換される形態を示した例示
図である。
【図１１】同一のアプリケーションに対して最小化モード実行画面と全体モード実行画面
とが１つの画面に表示された形態を示した図面である。
【図１２】本発明のまた他の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明す
るフローチャートである。
【図１３】図１２の方法によって表示される携帯端末機１００の画面の例示図である。
【図１４】複数の最小化モード実行画面がアプリケーション実行画面領域に表示された形
態を示した図面である。
【図１５】全体モード実行画面から最小化モード実行画面へ転換される形態を示した図面
である。
【図１６】全体モード実行画面から最小化モード実行画面へ転換される形態を示した図面
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明において、「アプリケーション実行アイコン領域」とは、少なくとも１つのアプ
リケーション実行アイコンが位置する領域として、「アプリケーション実行画面領域」と
区分されて形成される。アプリケーション実行アイコン領域は 「最小化モード(Ｍｉｎｉ
　Ｍｏｄｅ)実行アイコン領域」と「全体モード実行アイコン領域」から構成されてもよ
い。最小化モード実行アイコン領域は、最小化モード実行のためのアプリケーション実行
アイコンが位置する領域であり、全体モード実行アイコン領域は、全体モード実行のため
のアプリケーション実行アイコンが位置する領域に該当する。最小化モード実行アイコン
領域と全体モード実行アイコン領域は同じ位置に表示されて、ユーザの入力によって転換
可能となるように構成される。
【００１０】
　本発明において、「インジケーター(ｉｎｄｉｃａｔｏｒ) 領域」とは、少なくとも１
つの機能キーが位置する領域としてアプリケーション実行アイコン領域と同じ位置に表示
されて、インジケーター領域とアプリケーション実行アイコン領域とは、ユーザの入力に
よって互いに転換可能になるように構成される。インジケーター領域には、バック(ｂａ
ｃｋ）キー、ホーム(ｈｏｍｅ)キー、リーセント(ｒｅｃｅｎｔ)キー及びサーチ（ｓｅａ
ｒｃｈ）キーなどが含まれてもよい。またインジケーター領域には、インジケーター領域
が他の領域へ転換可能であることを表すキュー(ｃｕｅ)イメージが含まれてもよい。
【００１１】
　本発明において「メニューバー領域」とは、アプリケーション実行アイコン領域とイン
ジケーター領域とが位置する領域に該当する。
【００１２】
　本発明において、「アプリケーション実行画面領域」とは、アプリケーション実行画面
、ホーム画面、メニュー画面が表示される領域として、「アプリケーション実行アイコン
領域」と区分される。アプリケーション実行画面領域には、アプリケーションの最小化モ
ード実行画面または全体モード実行画面が表示される。
【００１３】
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　本発明において、アプリケーションの「全体モード実行画面」とは、アプリケーション
実行画面の一形態としてアプリケーション実行画面領域の全体から構成される実行画面に
該当する。ユーザがホーム画面またはメニュー画面に含まれたアプリケーション実行アイ
コンをタッチすると、アプリケーションの全体モード実行画面が表示される。
【００１４】
　本発明において、アプリケーションの「最小化モード実行画面」または「縮小モード実
行画面」とは、アプリケーション実行画面の他の形態としてアプリケーション実行画面領
域の一部領域から構成される実行画面に該当する。最小化モード実行画面は、全体モード
実行画面より小さな大きさで構成され、同一のアプリケーションに対して最小化モード実
行画面と全体モード実行画面は互いに異なるＧＵＩから構成されてもよい。ユーザが最小
化モード実行アイコン領域に含まれたアプリケーション実行アイコンをタッチすると、ア
プリケーションの最小化モード実行画面が表示される。
【００１５】
　以下、本発明による好ましい実施形態を添付した図面を参照して詳しく説明する。以下
、本発明の実施形態による動作を理解することに必要な部分のみを説明して、その以外の
部分の説明は本発明の要旨を不明確としないように省略されてもよいということを当業者
は留意すべきである。
【００１６】
　本発明の実施形態による携帯端末機は、移動通信端末機、携帯用マルチメディア再生装
置(Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ-ＰＭＰ)、個人情報端末機(Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ-ＰＤＡ)、ＭＰ３プレーヤーなどの
ような情報通信機器及びマルチメディア機器が該当するとよい。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態による携帯端末機１００の内部構成図である。本発明の携帯
端末機１００は、無線通信部１１０、記憶部１２０、タッチスクリーン部１３０、キー入
力部１４０及び制御部１５０を含む。
【００１８】
　無線通信部１１０は、携帯端末機１００で無線通信されるデータの送受信機能を実行す
る。無線通信部１１０は、送信される信号の周波数をアップコンバート及び増幅するＲＦ
送信機と、受信される信号を低雑音増幅して周波数をダウンコンバートするＲＦ受信機な
どを含んでもよい。また、無線通信部１１０は、無線チャンネルを介してデータを受信し
て制御部１５０に出力し、制御部１５０から出力されたデータを、無線チャンネルを介し
て送信することができる。
【００１９】
　記憶部１２０は、携帯端末機１００の動作に必要なプログラム及びデータを記憶する構
成要素として、携帯端末機１００を動作させるオペレーティングシステム(ＯＳ、Ｏｐｅ
ｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ)、アプリケーション及びイメージ、オーディオ、ビデオなど
のデータを記憶することができる。
【００２０】
　タッチスクリーン部１３０は、タッチセンサー部１３１及び表示部１３２を含む。タッ
チセンサー部１３１はユーザのタッチ入力を感知する構成要素である。タッチセンサー部
１３１は、静電容量方式(ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ ｏｖｅｒｌａｙ)、抵抗膜方式(ｒｅｓｉ
ｓｔｉｖｅ ｏｖｅｒｌａｙ)のタッチ感知センサーのいずれから構成されてもよく、上記
センサー以外にも物体の接触を感知することができるすべての種類のセンサー機器が本発
明のタッチセンサー部１３１として構成されてもよい。タッチセンサー部１３１は、ユー
ザのタッチ入力を感知して、感知信号を発生させて制御部１５０に送信する。上記感知信
号には、ユーザがタッチを入力した座標データが含まれる。ユーザがタッチ位置を移動す
る動作を入力した場合、タッチセンサー部１３１は、タッチ位置の移動経路の座標データ
を含む感知信号を発生させて制御部１５０で送信する。
【００２１】



(7) JP 6002688 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

　表示部１３２は、液晶表示装置(ＬＣＤ、Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａ
ｙ)、有機発光ダイオード(ＯＬＥＤ、Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Dio
des)、能動型有機発光ダイオード(ＡＭＯＬＥＤ、Ａｃｔｉｖｅ Ｍａｔｒｉｘ Ｏｒｇａ
ｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅｓ) などで形成されるとよい。表示部
１３２は、携帯端末機１００に記憶されたデータまたは入力されたデータをユーザに視覚
的に提供する。本発明において、表示部１３２は、少なくとも１つのアプリケーション実
行アイコンから構成されるアプリケーション実行アイコン領域とアプリケーション実行画
面領域とを表示して、いずれか１つのアプリケーション実行アイコンが選択入力された時
、選択されたアプリケーション実行アイコンに対応するアプリケーションの最小化モード
実行画面をアプリケーション実行画面領域に表示する。
【００２２】
　キー入力部１４０は、携帯端末機１００におけるタッチスクリーン部１３０以外の領域
に形成される入力装置であって、タッチセンサー部１３１と同様に入力信号を生成して制
御部１５０に伝達する。キー入力部１４０は、数字キー、方向キーを含むキーパッドから
構成されてもよく、別々のキーから構成されてもよい。キー入力部１４０はボタン式また
はタッチセンサー方式によって構成されてもよい。本発明の実施形態において、タッチス
クリーン部１３０だけですべての操作が可能な携帯端末機の場合には、キー入力部１４０
が省略されてもよい。
【００２３】
　制御部１５０は、携帯端末機１００の全般的な動作を制御する構成要素である。
【００２４】
　本発明の実施形態による制御部１５０は、表示部１３２を制御して少なくとも１つのア
プリケーション実行アイコンから構成されるアプリケーション実行アイコン領域とアプリ
ケーション実行画面領域とを表示させる。制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介
してユーザからいずれか１つのアプリケーション実行アイコンの選択を受けとると、表示
部１３２を制御して選択されたアプリケーション実行アイコンに対応するアプリケーショ
ンの最小化モード実行画面をアプリケーション実行画面領域に表示させる。
【００２５】
　本発明において、制御部１５０は、表示部１３２を制御して少なくとも１つの機能キー
を含むインジケーター領域とアプリケーション実行画面領域とを表示して、タッチセンサ
ー部１３１を介してユーザがインジケーター領域にタッチした後、アプリケーション実行
画面領域へタッチ位置が移動する動作の入力を受けとると、表示部１３２を制御して、イ
ンジケーター領域を少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成されるアプ
リケーション実行アイコン領域に変更して表示させることができる。以後、ユーザがいず
れか１つのアプリケーション実行アイコンを選択すると、制御部１５０は、選択されたア
プリケーション実行アイコンに対応するアプリケーションの最小化モード実行画面をアプ
リケーション実行画面領域に表示させることができる。
【００２６】
　本発明において、表示部１３２がインジケーター領域及びアプリケーションの最小化モ
ード実行画面を表示している状態で、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介して
最小化モード実行画面へのタッチを受けとった後にインジケーター領域へ向けてタッチ位
置が移動する動作の入力を受けとると、表示部１３２を制御して、タッチ位置の移動動作
によって最小化モード実行画面を移動させて表示する。制御部１５０は、また好ましくは
、表示部１３２を制御して最小化モード実行画面を移動させて表示しながら、最小化モー
ド実行画面の中心がインジケーター領域に到達しているかを判定する。最小化モード実行
画面の中心がインジケーター領域に到達していると判定すると、制御部１５０は、表示部
１３２を制御して、インジケーター領域をアプリケーション実行アイコン領域に変更して
表示し、到達していないと判定すると、インジケーター領域表示を維持する。制御部１５
０は、タッチセンサー部１３１を介してタッチ移動位置がアプリケーション実行アイコン
領域に到達しているかを判定して、到達していると判定すると最小化モード実行画面のア
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プリケーションを終了し、到達していないと判定すると、最小化モード実行画面のアプリ
ケーション実行状態を維持する。
【００２７】
　本発明において、制御部１５０は、表示部１３２を制御してフォーカスされた最小化モ
ード実行画面と全体モード実行画面を表示している状態で、全体モード実行画面に表示さ
れたアプリケーションにイベントが発生しているかを判定する。イベントが発生している
と判定すると、制御部１５０は、表示部１３２を制御して、「ＯＫキー」及び「Ｃａｎｃ
ｅｌキー」を含むポップアップ(ｐｏｐ-ｕｐ)ウインドウを表示させる。タッチセンサー
部１３１を介して「ＯＫキー」が選択されたと判定すると、制御部１５０は、表示部１３
２を制御して、全体モード実行画面にフォーカスを移動させて表示させて、「Ｃａｎｃｅ
ｌキー」が選択されたと判定すると、最小化モード実行画面のフォーカス状態を維持する
。
【００２８】
　以上、本発明の実施形態による携帯端末機１００の内部構成に対して説明した。以下で
は、携帯端末機１００のマルチタスキング機能サポートのためのＧＵＩ提供方法を説明す
る。
【００２９】
　図２は、本発明の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明するフロー
チャートである。
【００３０】
　ステップ２０１で、制御部１５０は、表示部１３２を制御して、少なくとも１つのアプ
リケーション実行アイコンから構成されるアプリケーション実行アイコン領域とアプリケ
ーション実行画面領域とを表示する。例えば、制御部１５０は、表示部１３２を制御して
、アプリケーション実行アイコン領域を表示部１３２の下端にバー(ｂａｒ)形態で表示し
て、アプリケーション実行画面領域をアプリケーション実行アイコン領域の上部に表示す
ることができる。この時、少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンは、アプリケ
ーション実行アイコン領域から左右方向に配列される。
【００３１】
　アプリケーション実行画面領域には、メニューアイコンまたはウィジェットから構成さ
れるホーム(ｈｏｍｅ)画面、メニューアイコンから構成されるメニュー画面、またはアプ
リケーションの全体モード実行画面が含まれてもよい。待機状態(ｓｔａｎｄｂｙ)で、制
御部１５０は、表示部１３２を制御してアプリケーション実行画面領域にホーム画面また
はメニュー画面を表示させて、アプリケーション実行状態で制御部１５０は、表示部１３
２を制御して当該のアプリケーションの全体モード実行画面を表示させる。
【００３２】
　ステップ２０２で、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介していずれか１つの
アプリケーション実行アイコンの選択を受けとる。アプリケーション実行画面領域にアプ
リケーションの全体モード実行画面が表示されている時、ユーザは他のアプリケーション
をマルチタスキングで行うために、アプリケーション実行アイコンにタッチを入力して、
制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介してユーザがタッチしたアプリケーション
実行アイコンを認識する。
【００３３】
　本発明の実施形態において、ユーザがアプリケーション実行アイコンにタッチを入力し
た後にアプリケーション実行画面領域へタッチ位置が移動する動作を入力すると、制御部
１５０は、タッチセンサー部１３１を介してユーザが選択したアプリケーション実行アイ
コンを判定して、当該選択をアプリケーションの実行命令として認識することができる。
この時、入力されるタッチ位置の移動動作は、ユーザがアプリケーション実行アイコンに
タッチ後のアプリケーション実行画面領域内で移動させた後、タッチを解除するドラッグ
アンドドロップ(ｄｒａｇ ａｎｄ ｄｒｏｐ)に相当することが好ましい。
【００３４】
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　ステップ２０３で、制御部１５０は、表示部１３２を制御してユーザによって選択され
たアプリケーション実行アイコンに対応するアプリケーションの最小化モード実行画面を
アプリケーション実行画面領域に表示させる。制御部１５０は、ユーザが選択したアプリ
ケーション実行アイコンに対応するアプリケーションを実行した後、最小化モード実行画
面を構成して表示部１３２に表示させる。最小化モード実行画面は、アプリケーション実
行画面領域の一部領域から構成される実行画面として、ホーム画面、メニュー画面、また
はアプリケーションの全体モード実行画面の上位レイヤー(ｌａｙｅｒ)上に表示される。
本発明において、最小化モード実行画面で表示可能なアプリケーションの場合、最小化モ
ード実行画面と全体モード実行画面は互いに異なるＧＵＩから構成されてもよい。
【００３５】
　図３は、図２の方法によって表示される携帯端末機１００の画面の例示図である。
【００３６】
　図３は、アプリケーション実行画面領域３１、アプリケーション実行アイコン領域３２
、最小化モード実行画面３３を示している。
【００３７】
　アプリケーション実行画面領域３１には、「計算機」アプリケーションの全体モード実
行画面が表示されている。最小化モード実行画面３３は、「世界時計」アプリケーション
実行画面として、「計算機」アプリケーション実行画面のフォアグラウンド(ｆｏｒｅｇ
ｒｏｕｎｄ)に表示されている。図３において、最小化モード実行画面３３は、全体モー
ド転換キー３４及び終了キー３５を含む。ユーザは「世界時計」アプリケーションを全体
モードへ転換しようとする場合、全体モード転換キー３４にタッチを入力し、「世界時計
」アプリケーションを終了しようとする場合、終了キー３５を入力する。
【００３８】
　アプリケーション実行アイコン領域３２には、複数のアプリケーション実行アイコン(
３２１乃至３２７)が含まれている。アプリケーション実行アイコン領域３２に含まれる
アプリケーション実行アイコンリストは、ユーザによって再設定が可能であり、ユーザは
頻繁に使うアプリケーションのアプリケーション実行アイコンによってアプリケーション
実行アイコン領域３２を構成することができる。図３は、ユーザが 「世界時計」アプリ
ケーションの実行アイコンに該当するアイコン３２３にタッチを入力した時、表示された
結果に該当する。アプリケーション実行アイコン領域３２には、アプリケーション実行ア
イコン領域３２を他の領域へ転換させるためのアプリケーション実行アイコン領域終了キ
ー３２８が含まれることができる。本発明では、アプリケーション実行アイコン３２領域
は機能キーから構成されるインジケーター領域に転換されてもよく、この時、ユーザはア
プリケーション実行アイコン領域終了キー３２８をタッチして転換させることができる。
【００３９】
　図４は、本発明の他の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明するフ
ローチャートである。図４は、アプリケーション実行アイコン領域とインジケーター領域
が転換可能になるように構成された実施形態に該当する。
【００４０】
　ステップ４０１で、制御部１５０は、表示部１３２を制御して少なくとも１つの機能キ
ーを含むインジケーター領域とアプリケーション実行画面領域とを表示する。本発明にお
いて、インジケーター領域にはバックキー、ホームキー、リーセントキー（過去に実行し
たアプリケーションリストを表示するキー）及びサーチキーが含まれてもよい。アプリケ
ーション実行画面領域には、図３のようにホーム画面、メニュー画面、アプリケーション
の全体モード実行画面が表示される。
【００４１】
　ステップ４０２で、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を制御して、インジケー
ター領域にタッチした後にアプリケーション実行画面領域へタッチ位置が移動する動作の
入力を受けとる。ステップ４０２で入力されるタッチ位置の移動動作は、予め設定された
速度より速くタッチ移動がされた後すぐにタッチを解除するフリック(ｆｌｉｃｋ)動作に
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相当することが好ましい。
【００４２】
　ステップ４０３で、制御部１５０は、表示部１３２を制御して、インジケーター領域を
少なくとも１つのアプリケーション実行アイコンから構成されるアプリケーション実行ア
イコン領域に変更して表示させる。この時、制御部１５０は、表示部１３２を制御して、
バー(ｂａｒ)が回転する効果イメージを表示しながら、インジケーター領域をアプリケー
ション実行アイコン領域へ転換させる。
【００４３】
　ステップ４０４で、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介していずれか１つの
アプリケーション実行アイコンの選択を受けとって、ステップ４０５で、表示部１３２を
制御して、選択されたアプリケーション実行アイコンに対応するアプリケーションの最小
化モード実行画面をアプリケーション実行画面領域に表示させる。
【００４４】
　本発明の実施形態において、インジケーター領域にはアプリケーション実行アイコン領
域への転換のための転換キーが含まれてもよく、ユーザが上記転換キーにタッチすると、
制御部１５０は、表示部１３２を制御してインジケーター領域をアプリケーション実行ア
イコン領域へ転換して表示させることができる。
【００４５】
　本発明の実施形態において、アプリケーション実行アイコン領域にはアプリケーション
実行アイコン領域終了キーが含まれてもよく、ユーザが上記キーにタッチすると、制御部
１５０は、表示部１３２を制御して、アプリケーション実行アイコン領域をインジケータ
ー領域へ転換して表示させることができる。
【００４６】
　また、アプリケーション実行アイコン領域が表示されている状態で、ユーザがアプリケ
ーション実行アイコン領域上にタッチした後に下方向(アプリケーション実行画面領域に
向かう方向と反対方向)へタッチ位置が移動する動作を入力すると、制御部１５０は、表
示部１３２を制御してアプリケーション実行アイコン領域をインジケーター領域へ転換し
て表示させることができる。この時、入力されるタッチ位置移動動作は、フリック(ｆｌ
ｉｃｋ)動作に相当することが好ましい。
【００４７】
　本発明の実施形態によって、制御部１５０は、表示部１３２を制御してインジケーター
領域をアプリケーション実行アイコン領域へ転換した後、タイマー(ｔｉｍｅｒ)を駆動さ
せて、予め設定された時間(Ｔ)が経過したかチェックして、Ｔを経過したと判定すると、
表示部１３２を制御してアプリケーション実行アイコン領域をインジケーター領域へ転換
して表示させることができる。
【００４８】
　本発明において、アプリケーション実行アイコン領域は、最小化モード実行アイコン領
域と全体モード実行アイコン領域から構成されるとよい。すなわち、アプリケーション実
行画面領域の下部は、インジケーター領域、最小化モード実行アイコン領域、全体モード
実行アイコン領域の３種の領域が順次に転換可能になるように構成されるとよい。最小化
モード実行アイコン領域と全体モード実行アイコン領域とは、少なくとも１つのアプリケ
ーション実行アイコンから構成されて、最小化モード実行アイコン領域に含まれたアイコ
ンが選択されると、制御部１５０は当該アプリケーションの最小化モード実行画面を構成
して表示部１３２に表示させて、全体モード実行アイコン領域に含まれたアイコンが選択
されると、制御部１５０は当該アプリケーションの全体モード実行画面を構成して表示部
１３２に表示させる。
【００４９】
　図５は、本発明の実施形態による携帯端末機１００の画面の構成を示した図面である。
【００５０】
　図５は、アプリケーション実行画面領域５１とメニューバー領域５２とを示している。
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メニューバー領域５２は、立体的な棒状のメニューバー含み、メニューバーは３つの面に
より構成されている。メニューバーには、インジケーター領域５２１、最小化モード実行
アイコン領域５２２、及び全体モード実行アイコン領域５２３が含まれる。ユーザの入力
によって、メニューバーは上方向または下方向に回転して、メニューバー領域５２には、
インジケーター領域５２１、最小化モード実行アイコン領域５２２、または全体モード実
行アイコン領域５２３のうちのいずれか１つの領域に転換されて表示される。
【００５１】
　図６は、図４の方法によって表示される携帯端末機１００画面の例示図である。
【００５２】
　図６の[ａ]は、全体モード実行画面から構成された動画再生アプリケーションとインジ
ケーター領域を示している。インジケーター領域は、バックキー６１、ホームキー６２、
リーセントキー６３、及びサーチキー６４を含む。また、インジケーター領域には、他の
領域へ転換できることを表すキュー(ｃｕｅ)イメージ６５と、現在時刻とが含まれている
。図６の[ａ]は、ユーザがインジケーター領域にタッチした後にアプリケーション実行画
面領域にタッチ位置を移動する動作が入力される形態を示している。
【００５３】
　図６の[ｂ]は、図６の[ａ]でユーザがインジケーター領域にタッチした後にアプリケー
ション実行画面領域にタッチ位置を移動する動作を入力した時、変更される画面を示す。
図６の[ｂ]で、インジケーター領域はアプリケーション実行アイコン領域に変更されて表
示される。図６の[ｂ]のアプリケーション実行アイコン領域は、最小化モード実行アイコ
ン領域に該当する。また図６の[ｂ]はユーザが世界時計アプリケーション実行アイコン３
２３を選択する形態を示している。
【００５４】
　図６の[ｃ]は、図６の[ｂ]でユーザが世界時計アプリケーション実行アイコン３２３を
選択した時、変更される画面を示す。図６の[ｃ]は、世界時計アプリケーションの最小化
モード実行画面が動画アプリケーションの全体モード実行画面の上位レイヤー(ｌａｙｅ
ｒ)上に表示された形態を示す。ユーザはアプリケーション実行アイコン領域をさらにイ
ンジケーター領域へ転換しようとする場合、アプリケーション実行アイコン領域終了キー
３２８を選択する。
【００５５】
　図６の[ｄ]は、図６の[ｃ]でユーザがアプリケーション実行アイコン領域終了キー３２
８を選択した時に変更される画面を示していて、アプリケーション実行アイコン領域がイ
ンジケーター領域へ転換された形態を示している。
【００５６】
　図７は、本発明のさらに他の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明
するフローチャートである。図７は最小化モードで実行されたアプリケーションを終了す
る方法の実施形態に該当する。
【００５７】
　ステップ７０１で、制御部１５０は、表示部１３２を制御してインジケーター領域とア
プリケーションの最小化モード実行画面とを表示する。ステップ７０１は、図２のステッ
プ２０３、または図４のステップ４０５以後、アプリケーション実行アイコン領域がイン
ジケーター領域にさらに転換された状態に該当する。
【００５８】
　ステップ７０２で、制御部１５０はタッチセンサー部１３１を制御して、最小化モード
実行画面にタッチした後にインジケーター領域に向かう方向へタッチ位置が移動する動作
を受けとる。ユーザは、現在最小化モードで実行中のアプリケーションを終了するために
最小化モード実行画面にタッチした後にインジケーター領域に向かう方向にタッチ位置の
移動動作を入力する。
【００５９】
　ステップ７０３で、制御部１５０は、表示部１３２を制御して、タッチ位置移動動作に
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よって最小化モード実行画面を移動させて表示させる。
【００６０】
　ステップ７０４で、制御部１５０は、最小化モードの実行画面の中心がインジケーター
領域に到達しているのか否かを判定する。ユーザが最小化モード実行画面にタッチした後
に下方向へ移動させると、制御部１５０は、表示部１３２を制御して最小化モード実行画
面を移動させて表示させて、最小化モード実行画面の下端がインジケーター領域に到逹す
ると最小化モード実行画面をインジケーター領域の下位レイヤー上に表示させる。次いで
、制御部１５０は、最小化モード実行画面の中心がインジケーター領域に到達しているの
かを判定する。この時、制御部１５０は最小化モード実行画面の上端と下端との中心線が
インジケーター領域に到達しているのか否かを判定してもよい。
【００６１】
　最小化モード実行画面の中心がインジケーター領域に到達していないと判定すると、制
御部１５０は、ステップ７０５に進み、表示部１３２を制御してインジケーター表示状態
を維持する。最小化モード実行画面の中心がインジケーター領域に到達していると判定す
ると、制御部１５０は、ステップ７０６に進み、表示部１３２を制御してインジケーター
領域をアプリケーション実行アイコン領域に変更させて表示させる。この時、制御部１５
０は、表示部１３２を制御して最小化モードで実行中のアプリケーションに該当するアプ
リケーション実行アイコンにフォーカスを表示することができる。
【００６２】
　ステップ７０７で、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介してタッチ移動位置
がアプリケーション実行アイコン領域に到達しているのか判定する。ユーザはアプリケー
ション終了のためにタッチをアプリケーション実行アイコン領域まで移動させた後にタッ
チを解除する。タッチ移動位置がアプリケーション実行アイコン領域に到達していないと
判定すると、制御部１５０は、ステップ７０８に進み、アプリケーション実行状態を維持
して、タッチ移動位置がアプリケーション実行アイコン領域に到達していると判定すると
、ステップ７０９に進み、当該アプリケーションを終了する。
【００６３】
　アプリケーション終了時、制御部１５０は、表示部１３２を制御して最小化モード実行
画面が縮小して当該のアプリケーション実行アイコン方向へ収斂される効果イメージを共
に表示することができる。
【００６４】
　本発明の実施形態によって、最小化モード実行画面には、アプリケーション終了キーが
含まれてもよく、ユーザが上記アプリケーション終了キーにタッチをすると、制御部１５
０は、当該アプリケーションの実行を終了することができる。またユーザがインジケータ
ー領域に含まれたバックキーにタッチする場合、制御部１５０は、現在最小化モードで実
行されているアプリケーションの実行状態を終了することができる。
【００６５】
　図８は、図７の方法によって表示される携帯端末機１００の画面の例示図である。
【００６６】
　図８の[ａ]は全体モード実行画面で構成された動画再生アプリケーション、最小化モー
ド実行画面から構成された世界時計アプリケーション及びインジケーター領域を示してお
り、ユーザが最小化モード実行画面にタッチした後にインジケーター領域に向かう方向に
タッチ位置を移動する動作を入力する形態を示している。図８の[ａ]で距離ａは最小化モ
ード実行画面の上端と下端の間の距離を現わす。
【００６７】
　図８の[ｂ]はユーザが最小化モード実行画面にタッチした後にインジケーター領域に向
かう方向に一定距離ほどタッチ位置を移動する動作を入力した時、変更される画面を示す
。図８の[ｂ]で最小化モード実行画面は図８の[ａ]と比べて下方向に移動されており、一
部だけがアプリケーション実行画面領域に表示されており、残りはアプリケーション実行
アイコン領域の下に遮られている。また図８の[ａ]のインジケーター領域は、アプリケー
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ション実行アイコン領域に変更表示されている。制御部１５０は、現在表示されている最
小化モード実行画面の長さ(ｂ)が最小化モード実行画面全体長さ(ａ)の半分(１/２＊ａ)
に該当するのか判断して、ｂが１/２＊ａより小さくなることと判断すると、表示部１３
２を制御してインジケーター領域をアプリケーション実行アイコン領域へ転換して表示す
る。図８の[ｂ]はまた現在最小化モードで実行中の世界時計アプリケーションの実行アイ
コンにフォーカスが表示された形態を示している。以後、ユーザはタッチ位置を継続的に
アプリケーション実行アイコン領域まで移動させるようになる。
【００６８】
　図８の[ｃ]はユーザがタッチ位置をアプリケーション実行アイコン領域まで移動させた
時、変更される画面を示す。図８の[ｃ]では、世界時計アプリケーションの最小化モード
実行画面は消えて、アプリケーション実行画面の映像領域に動画像再生アプリケーション
の全体モード実行画面だけが表示されている。図８の[ｃ]は図８の[ｂ]と比べて世界時計
アプリケーションが実行終了によって現在最小化モードで実行中であることを表すフォー
カスが共に削除された形態を示している。
【００６９】
　本発明の実施形態において、図８の[ａ]でユーザが最小化モード実行画面に含まれた終
了キー８１を入力したり、インジケーター領域に含まれたバックキー８２を入力したりす
ると、制御部１５０は、最小化モードで実行中のアプリケーションを終了して表示部１３
２を制御して、図８の[ｃ]のように最小化モード実行画面を除去して表示することができ
る。
【００７０】
　本発明において、制御部１５０は、最小化モードで実行中のアプリケーションを終了す
る時、表示部１３２を制御して最小化モード実行画面が縮小されて当該のアプリケーショ
ンの実行アイコンに収斂する効果イメージを表示してもよい。また制御部１５０はユーザ
からアプリケーション実行アイコン選択が入力されると、選択されたアプリケーション実
行アイコンに対応するアプリケーションの最小化モード実行画面がアプリケーション実行
アイコンから拡大される形態の効果イメージを表示してもよい。
【００７１】
　図９は、本発明の実施形態において、アプリケーション終了時に表示される携帯端末機
１００の画面の例示図である。図９は、世界時計アプリケーションの最小化モード実行画
面が世界時計アプリケーション実行アイコンに向かう方向へ縮小される形態を示している
。
【００７２】
　本発明の実施形態によって最小化モード実行画面には全体モード転換キーが含まれても
よく、ユーザが全体モード転換キーを選択すると、制御部１５０は表示部１３２を制御し
て最小化モード実行画面を全体モード実行画面へ転換して表示してもよい。
【００７３】
　図１０は、最小化モード実行画面から全体モード実行画面へ転換される形態を示す例示
図である。
【００７４】
　図１０の[ａ]では、計算機アプリケーションが最小化モード実行画面で表示されており
、最小化モード実行画面には全体モード転換キー１０が含まれている。ユーザは計算機ア
プリケーションを全体モードで使用しようとする場合、全体モード転換キー１０を入力す
る。
【００７５】
　図１０の[ｂ]は、図１０の[ａ]で、ユーザが全体モード転換キー１０を入力した時、転
換される画面に該当する。図１０の[ｂ]でアプリケーション実行画面領域は計算機アプリ
ケーションの全体モード実行画面から構成されている。
【００７６】
　本発明の実施形態によって、同一のアプリケーションに対して最小化モード実行画面と
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全体モード実行画面とが１つの画面に表示されてもよい。特定アプリケーションに対して
全体モードで実行中の場合、ユーザがアプリケーション実行アイコン領域で同一のアプリ
ケーションに対して実行アイコンを選択すると、制御部１５０は表示部１３２を制御して
、全体モード実行画面の上位レイヤーに最小化モード実行画面を共に表示させる。
【００７７】
　図１１は、同一のアプリケーションに対して最小化モード実行画面と全体モード実行画
面とが１つの画面に表示された形態を示す図面である。図１１のアプリケーション実行画
面領域は、計算機アプリケーションの全体モード実行画面と最小化モード実行画面とから
構成されている。フォーカスは、全体モード実行画面と最小化モード実行画面との間で転
換可能であり、ユーザはフォーカスを移動させて全体モード実行画面と最小化モード実行
画面を選択的に用いることができる。すなわち、図１１でユーザは最小化モード実行画面
の計算機アプリケーションと全体モード実行画面の計算機アプリケーションとを他の用途
で用いることができるようになる。
【００７８】
　図１２は、本発明のまた他の実施形態による携帯端末機１００のＧＵＩ提供方法を説明
するフローチャートである。図１２は、最小化モード実行画面と全体モード実行画面とが
表示されている状態から全体モードで実行中のアプリケーションにイベントが発生した時
に処理する過程の実施形態に該当する。
【００７９】
　ステップ１２０１で、制御部１５０は、表示部１３２を制御して、フォーカスされた最
小化モード実行画面と全体モード実行画面とを表示させる。制御部１５０は、表示部１３
２を制御して、第１アプリケーションの全体モード実行画面を表示させ、ユーザの命令に
よって、第２アプリケーションの最小化モード実行画面を全体モード実行画面上に表示さ
せる。この時、制御部１５０は、表示部１３２を制御して最小化モード実行画面にフォー
カスを表示させる。
【００８０】
　ステップ１２０２で、制御部１５０は全体モード実行画面に表示されているアプリケー
ションにイベントが発生しているか判定する。全体モード実行画面で表示されているアプ
リケーションが時間またはスケジュールに係るアプリケーションの場合、イベントはアラ
ームイベントであるとよく、通話アプリケーションの場合、イベントは通話コール着信イ
ベントであるとよく、メッセージアプリケーションの場合、イベントはメッセージ受信イ
ベントであるとよい。
【００８１】
　イベントが発生したことと判断すると、ステップ１２０３で、制御部１５０は、表示部
１３２を制御して「ＯＫキー」及び「Ｃａｎｃｅｌキー」を含むポップアップ(ｐｏｐ-ｕ
ｐ)ウインドウを表示する。本発明で「ＯＫキー」は、ＯＫ、ｃｏｎｆｉｒｍ、ｄｏｎｅ
、ｄｅｌｅｔｅなどの確認(ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ)命令を入力するキーに相当し、「
Ｃａｎｃｅｌキー」は、Ｎｏ、Ｃａｎｃｅｌなどの取消命令を入力するキーに相当する。
この時、ポップアップウインドウは最小化モード実行画面の上位レイヤー上に表示される
。
【００８２】
  ステップ１２０４で、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１またはキー入力部１４
０を介して「ＯＫキー」が入力されるか否かを判断して、入力されていると判定すると、
ステップ１２０５に進み、表示部１３２を制御してフォーカスを全体モード実行画面に移
動させて表示する。ユーザが「ＯＫキー」を選択したことはイベントを確認または選択す
る命令として認識されるとよく、制御部１５０はイベントを発生させた全体モード実行画
面のアプリケーションにフォーカスを合わせるようになる。

                                                                            
【００８３】
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　ステップ１２０４で、「ＯＫキー」が選択されないことと判断すると、制御部１５０は
、ステップ１２０６に進み、タッチセンサー部１３１またはキー入力部１４０を介して「
Ｃａｎｃｅｌキー」が入力されているか否かを判定する。「Ｃａｎｃｅｌキー」が入力さ
れていることと判断すると、制御部１５０は、ステップ１２０７で表示部１３２を制御し
て最小化モード実行画面のフォーカス状態を維持する。ユーザが「Ｃａｎｃｅｌキー」を
選択することは、イベントを後で確認して現在フォーカスされている最小化モード実行画
面を優先的に利用するという命令として受け入れられる。したがって、制御部１５０は表
示部１３２を制御して最小化モード実行画面のフォーカス状態を継続的に維持させる。
【００８４】
　図１３は、図１２の方法によって表示される携帯端末機１００の画面の例示図である。
【００８５】
　図１３の[ａ]は、世界時計アプリケーションの全体モード実行画面、計算機アプリケー
ションの最小化モード実行画面、ポップアップウインドウ及びインジケーター領域を示し
ている。現在、計算機アプリケーションの最小化モード実行画面にフォーカスが表示され
ている状態であり、世界時計アプリケーションで発生したアラームイベントを知らせるポ
ップアップウインドウが最小化モード実行画面のフォアグラウンドに表示されている。ポ
ップアップ窓には「ＯＫキー」及び「Ｃａｎｃｅｌキー」が含まれている。
【００８６】
　図１３の[ｂ]は、図１３の[ａ]からユーザが「ＯＫキー」を入力した時、変更される画
面に該当する。図１３の[ｂ]で、世界時計アプリケーションの全体モード実行画面にフォ
ーカスが移動されて表示されている。図１３の[c]は、図１３の[ａ]からユーザが「Ｃａ
ｎｃｅｌキー」を入力した時、変更される画面に該当し、計算機アプリケーションの最小
化モード実行画面のフォーカス状態は継続的に維持される。
【００８７】
　本発明の実施形態において、制御部１５０は、表示部１３２を制御してアプリケーショ
ン実行画面領域に複数の最小化モード実行画面を表示させることができる。複数の最小化
モード実行画面は、それぞれレイヤー(ｌａｙｅｒ)を異にして表示されるとよく、最上位
レイヤーに位置する最小化モード実行画面にフォーカスが位置するとよい。最小化モード
実行画面が表示されている状態でユーザが異なるアプリケーションの実行命令を入力する
場合、制御部１５０は、表示部１３２を制御して実行命令が入力されたアプリケーション
の最小化モード実行画面を最上位レイヤーに位置させてフォーカスを表示させるとよい。
【００８８】
　本発明の実施形態において、最小化モード実行画面が表示されている状態でユーザが異
なるアプリケーションの実行命令を入力する場合、制御部１５０は表示部１３２を制御し
て現在表示中の最小化モード実行画面を削除して、実行命令が入力されたアプリケーショ
ンの最小化モード実行画面に取り替えて表示させてもよい。
【００８９】
　図１４は、複数の最小化モード実行画面がアプリケーション実行画面領域に表示された
形態を示す図面である。図１４では、世界時計アプリケーションの最小化モード実行画面
が最上位レイヤーに表示されており、他のアプリケーションの最小化モード実行画面は世
界時計アプリケーションの最小化モード実行画面の下位レイヤーに位置している。
【００９０】
　ユーザは左右方向のフリック(ｆｌｉｃｋ)動作または最小化モード実行画面へのタッチ
動作を介して最小化モード実行画面のフォーカス変更命令を入力することができる。
【００９１】
　図１４でユーザが最小化モード実行画面にタッチ後のドラッグ(ｄｒａｇ)動作を入力す
ると、制御部１５０は、表示部１３２を制御してタッチ位置移動によって表示されている
すべての最小化モード実行画面を移動させて表示させることができる。
【００９２】
　図１４でユーザが左側方向のフリック動作を入力する場合、制御部１５０は表示部１３
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２を制御して世界時計アプリケーションの最小化モード実行画面の右側に位置する最小化
モード実行画面をフォーカスして表示させる。またユーザが世界時計アプリケーションの
最小化モード実行画面の右側に位置する最小化モード実行画面にタッチを入力する場合、
制御部１５０は表示部１３２を制御してタッチ入力された最小化モード実行画面をフォー
カスして表示させることができる。
【００９３】
　本発明の実施形態において、制御部１５０はタッチセンサー部１３１を介して最小化モ
ード実行画面の２つの地点をタッチした後にインジケーター領域に向かう方向へタッチ位
置を移動する動作が入力されているのかを判定することができる。この時、入力されるタ
ッチ位置移動動作は、２つの地点タッチ後に予め設定された速度より速くタッチ位置を移
動させた後すぐにタッチを解除するフリック(ｆｌｉｃｋ)動作に相当することが好ましい
。２つの地点タッチのフリック動作が入力されたことと判定すると、制御部１５０は、表
示部１３２を制御して、アプリケーション実行画面領域に含まれた最小化モード実行画面
全体を削除して表示させる。この時、制御部１５０は、最小化モードのアプリケーション
実行状態を継続的に維持して、最小化モード実行画面の非表示機能のみを遂行する。
【００９４】
　本発明の実施形態において、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介して最小化
モード実行画面の１つの地点をタッチした後にインジケーター領域に向かう方向へタッチ
位置を移動する動作が入力されているのかを判定することができ、入力されていると判定
すると、制御部１５０はユーザがタッチした最小化モード実行画面に該当するアプリケー
ションを終了させてもよい。
【００９５】
　本発明の実施形態において、全体モード実行画面には最小化モード転換キーが含まれて
もよく、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介して最小化モード転換キー入力を
認識すると、表示部１３２を制御して全体モード実行画面を最小化モード実行画面へ転換
して表示させてもよい。また全体モード実行画面には、アプリケーション終了キーが含ま
れてもよく、この時、制御部１５０は、タッチセンサー部１３１を介してアプリケーショ
ン終了キーが予め設定された時間より長く入力されるのか判定して、予め設定された時間
以上入力されていると判定すると、表示部１３２を制御して全体モード実行画面を最小化
モード実行画面へ転換して表示させることができる。制御部１５０はタッチセンサー部１
３１を介してアプリケーション終了キーが予め設定された時間未満で入力されることと判
断すると、アプリケーション実行を終了して表示部１３２を制御して全体モード実行画面
を削除してもよい。
【００９６】
　また全体モード実行画面と最小化モード実行画面とが共に表示されている状態で、ユー
ザが全体モード実行画面に含まれた最小化モード転換キーを入力すると、制御部１５０は
表示部１３２を制御して全体モード実行画面を最小化モード実行画面で転換しながら、現
在表示されている最小化モード実行画面を削除したり、新たに生成される最小化モード実
行画面の下位レイヤーで位置させて表示させてもよい。
【００９７】
　図１５及び図１６は、それぞれ、全体モード実行画面から最小化モード実行画面へ転換
される形態を示す図面である。
【００９８】
　図１５の[ａ]は、カレンダーアプリケーションの全体モード実行画面を示しており、最
小化モード転換キーにタッチが入力される形態を示している。図１５の[ｂ]は、図１５の
[ａ]で転換される画面としてカレンダーアプリケーションが全体モード実行画面から最小
化モード実行画面へ転換された形態を示している。
【００９９】
　図１６の[ａ]は、カレンダーアプリケーションの全体モード実行画面と音楽再生アプリ
ケーションの最小化モード実行画面を示しており、ユーザがアプリケーション終了キーに
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予め設定された時間以上のタッチを入力する形態を示している。図１６の[ｂ]は、図１６
の[ａ]で転換される画面として、カレンダーアプリケーションが全体モード実行画面で最
小化モード実行画面に転換されて、カレンダーアプリケーションの最小化モード実行画面
が音楽再生アプリケーションの最小化モード実行画面の上位レイヤーに位置する形態を示
している。
【０１００】
　本発明によると、ユーザは携帯端末機のマルチタスキング機能利用時、複数のアプリケ
ーションの実行画面を１つの画面で見られるようになり、１つの画面で複数のアプリケー
ションに対する操作命令を入力することができるようになる。
【０１０１】
　一方、本明細書及び図面に開示された本発明の実施形態は、本発明の記述内容を容易に
理解できるようにするために特定例を提示したものに過ぎず、本発明の範囲を限定しよう
とするものではない。ここに開示された実施形態以外にも本発明の技術的思想に基づいた
他の変形例が実施可能であるということは本発明が属する技術分野で通常の知識を有した
者に自明である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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